
平
成
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号

国
際
会
議
等
の
誘
致
の
促
進
及
び
開
催
の
円
滑
化

等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

国
際
会
議
等
の
誘
致
の
促
進
及
び
開
催
の
円
滑
化
等
に

よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第

五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
条
第
二
項

並
び
に
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
会
議
等

の
誘
致
の
促
進
及
び
開
催
の
円
滑
化
等
に
よ
る
国
際
観
光

の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
国
際
会
議
等
）

第
一
条
　
国
際
会
議
等
の
誘
致
の
促
進
及
び
開
催
の
円
滑

化
等
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
際
会
議
等

は
、
国
際
観
光
の
振
興
を
図
る
た
め
、
誘
致
の
促
進
及

び
開
催
の
円
滑
化
等
の
措
置
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し

て
、
海
外
の
複
数
の
参
加
国
か
ら
お
お
む
ね
十
人
以
上

の
外
国
人
の
参
加
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
外
国
人
の
観

光
の
魅
力
の
増
進
及
び
外
国
人
と
国
民
と
の
間
の
交
流

の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
会
議
等
の
用
に
供
す
る
会
議
場
施
設
等
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国
際
会
議
場
施
設

二
　
ホ
テ
ル
に
あ
る
会
議
場
施
設

三
　
大
学
に
あ
る
会
議
場
施
設

四
　
公
会
堂
に
あ
る
会
議
場
施
設

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
、
討
論

会
、
講
習
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
集
会
（
以
下

「
会
議
等
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
た
施
設

（
国
際
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
利
用
に
供
す
る
施
設
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
宿
泊
施
設

二
　
食
事
施
設

三
　
案
内
施
設

（
国
際
会
議
等
の
用
に
供
す
る
会
議
場
施
設
等
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
二
百
人
以
上
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、

同
時
通
訳
設
備
を
用
い
た
会
議
等
の
開
催
が
可
能
な

会
議
室
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
（
以
下
「
会
議
室

等
」
と
い
う
。
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
施
設
以
外
に
、
同
時
通
訳
設
備
を

用
い
た
会
議
等
の
開
催
が
可
能
な
中
小
規
模
の
会
議

室
等
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
用
に
供
す
る
ロ
ビ
ー
又

は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
用
に
供
す
る
事
務
室
、

応
接
室
、
控
室
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
を
有
し

て
い
る
こ
と
。

五
　
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
る
適
当
な
規
模
の
駐
車
場
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

（
国
際
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
利
用
に
供
す
る
施
設

の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
宿
泊
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る

こ
と
。

イ
　
そ
の
収
容
人
員
の
合
計
が
、
前
条
第
一
号
に
規

定
す
る
会
議
室
等
の
収
容
人
員
（
同
号
に
規
定
す

る
会
議
室
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
会
議
室
等
の
収
容
人
員
の
合
計
）
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
そ
の
客
室
の
う
ち
広
さ
及
び
設
備
が
外
国
人
観

光
旅
客
の
宿
泊
に
適
す
る
も
の
の
数
が
、
客
室
総

数
の
三
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
国
際
会
議
等
に
参
加
す
る
者
の
需
要
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
る
適
当
な
規
模
の
駐
車
場
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
食
事
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る

こ
と
。

イ
　
そ
の
数
及
び
規
模
が
国
際
会
議
等
に
参
加
す
る

者
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
適
当
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
施
設
及
び
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
外
国
人

観
光
旅
客
の
利
用
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
案
内
施
設
は
、
そ
の
施
設
及
び
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
が
外
国
人
観
光
旅
客
の
利
用
に
適
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
国
際
会
議
等
の
誘
致
及
び
そ
の
開
催
の
円
滑
化
に
関

す
る
業
務
）

第
六
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国
際
会
議
等
の
誘
致
に
関
す
る
情
報
の
収
集
を
行

う
こ
と
。

二
　
誘
致
す
べ
き
国
際
会
議
等
の
関
係
者
に
対
す
る
宣

伝
そ
の
他
の
誘
致
の
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
。

三
　
国
際
会
議
等
を
主
催
す
る
者
に
対
す
る
援
助
を
行

う
こ
と
。

（
認
定
事
項
の
変
更
）

第
七
条
　
法
第
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

変
更
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
が
第
四
条
の
基
準
に
適

合
し
な
く
な
り
、
か
つ
、
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
回

復
す
る
見
込
み
が
な
い
変
更

二
　
第
三
条
に
規
定
す
る
施
設
が
第
五
条
の
基
準
に
適

合
し
な
く
な
り
、
か
つ
、
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
回

復
す
る
見
込
み
が
な
い
変
更

三
　
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
を
実

施
す
る
体
制
が
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
当
該
業
務
を

適
確
に
遂
行
で
き
な
く
な
る
変
更

（
開
催
の
円
滑
化
を
図
る
べ
き
国
際
会
議
等
）

第
八
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

国
際
会
議
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
お
お
む
ね
五
十
人
以
上
の
外
国
人
が
参
加
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
開
催
に
要
す
る
経
費
が
お
お
む
ね
五
百
万
円
以
上

で
あ
る
こ
と
。

三
　
実
施
計
画
及
び
資
金
計
画
が
当
該
国
際
会
議
等
を

円
滑
か
つ
確
実
に
開
催
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四
　
開
催
に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
主
催
す
る
者
の
責

任
の
範
囲
が
明
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
二

十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
国
土
交
通

省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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